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金
融
商
品
取
引
法
の
施
行
に
つ
い
て 

〜
利
用
者
保
護
と
公
正
・
透
明
な
市
場
の
構
築
に
向
け
て
〜 
1

財務部 

平
成
１８
年
６
月
、
「
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
等
が
成
立
し
、
一
部
を
除
い
て
１９
年
９
月
３０
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

Point
１
．投
資
性
の
強
い
金
融
商
品
に
対
す

る
横
断
的
な
投
資
者
保
護
法
制
の

構
築
（
１９
年
９
月
３０
日
施
行
）

 ①
「
証
券
取
引
法
」
か
ら
「
金
融
商
品

取
引
法
」へ
 

　
今
回
の
法
整
備
で
は
、
現
行
の
縦

割
り
業
法
を
見
直
す
観
点
か
ら
、
金

融
先
物
取
引
法
な
ど
４
法
律
を
廃
止

し
て
証
券
取
引
法
に
統
合
し
、
ま
た
、

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
を
始
め
89
法
律
を
改
正
し
、
そ

の
一
部
を
証
券
取
引
法
に
統
合
し
ま

す
。
 

　
こ
れ
に
よ
り
、証
券
取
引
法
は
、従

来
よ
り
も
幅
広
い
金
融
商
品
を
対
象

と
す
る
法
律
と
な
る
こ
と
か
ら
、そ
の

題
名
を
「
金
融
商
品
取
引
法
」へ
と
改

め
ま
す（
以
下
「
証
取
法
」「
金
商
法
」

と
略
し
ま
す
。）。
 

②
規
制
対
象
商
品
の
拡
大
 

　
近
年
、金
融
技
術
の
進
展
等
を
背

景
と
し
て
、証
取
法
そ
の
他
の
既
存
の

利
用
者
保
護
法
制
の
対
象
と
な
っ
て
い

な
い
金
融
商
品
が
出
現
し
て
お
り
、利

用
者
被
害
が
生
じ
て
い
る
事
例
も
み
ら

れ
ま
す
。こ
う
し
た
既
存
の
利
用
者
保

護
法
制
の「
す
き
間
」
を
埋
め
る
観
点

か
ら
、金
商
法
で
は
規
制
対
象
商
品
の

拡
大
を
図
っ
て
い
ま
す（
図
１
）。
 

③
規
制
対
象
業
務
の
横
断
化
 

　
現
行
の
縦
割
り
業
法
を
見
直
し
、

現
行
の
証
券
業
の
ほ
か
幅
広
い
業
務
を

「
金
融
商
品
取
引
業
」
と
位
置
付
け
、

登
録
制
に
よ
り
横
断
的
に
規
制
す
る

こ
と
と
し
ま
す（
図
２
）。
 

④
業
務
の
内
容
に
応
じ
た
参
入
規
制

の
柔
軟
化
 

　
前
述
③
の
よ
う
に
金
融
商
品
取
引

業
を
登
録
制
に
よ
り
横
断
的
に
規
制

す
る
一
方
で
、業
務
内
容
の
範
囲
に
応

じ
て
金
融
商
品
取
引
業
を
区
分
し
、

各
区
分
に
応
じ
て
参
入
規
制
（
登
録

拒
否
要
件
）を
定
め
て
い
ま
す（
図
３
）。
 

 

⑤
業
者
が
遵
守
す
べ
き
行
為
規
制
の

整
備
 

　
主
と
し
て
投
資
者
保
護
の
観
点
か
ら
、

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
し
て
、

多
数
の
行
為
規
制
を
定
め
て
い
ま
す
。
 

　
例
え
ば
、広
告
等
の
規
制
や
契
約
締

結
に
か
か
る
書
面
交
付
義
務
の
ほ
か
、

政
令
で
定
め
る
取
引
に
つ
い
て
は
、勧
誘

の
要
請
を
し
て
い
な
い
顧
客
に
対
し
、

訪
問
・
電
話
に
よ
る
勧
誘
を
し
て
は
な

ら
な
い（
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
）な
ど
の

規
制
が
あ
り
ま
す
。
 

⑥
顧
客
の
属
性
に
応
じ
た
行
為
規
制

の
柔
軟
化
 

　
利
用
者
保
護
を
前
提
と
し
つ
つ
リ
ス

ク
キ
ャ
ピ
タ
ル
供
給
の
円
滑
化
も
両
立

さ
せ
る
観
点
か
ら
、顧
客
が
「
特
定
投

資
家（
プ
ロ
）」で
あ
る
場
合
に
は
、例
え

ば
「
契
約
締
結
前
の
書
面
交
付
義
務
」

の
よ
う
に
情
報
格
差
の
是
正
を
目
的

〔図１〕金融商品取引法の規制対象商品 

国　　債 
地 方 債 
社　　債 
株　　式 
投資信託 
有価証券デリバティブ取引など 
（限定列挙） 

証券取引法の規制対象商品 

国　　債 
地 方 債 
社　　債 
株　　式 
投資信託 

信託受益権全般 
集団投資スキーム持分（包括的な定義） 

多様なデリバティブ取引 
（例えば、外国為替証拠金取引、天候デリバティブ取引）など 

金融商品取引法の規制対象商品 
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と
す
る
行
為
規
制
を
適
用
除
外
し
ま

す
。
 

⑦
投
資
性
の
強
い
預
金
・
保
険
等
の
取

扱
い
 

　
同
じ
経
済
的
機
能
を
有
す
る
金
融

商
品
に
は
同
じ
利
用
者
保
護
ル
ー
ル
を

適
用
す
る
と
の
考
え
方
の
下
、投
資
性

の
強
い
預
金
・
保
険
・
信
託
等
の「
販
売
・

勧
誘
」
業
務
に
つ
い
て
は
、金
商
法
と
同

等
の
行
為
規
制
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
、

各
業
法
を
改
正
し
て
い
ま
す
。
 

　
例
え
ば
、銀
行
法
に
お
い
て
は
、銀
行

等
が
行
う
「
特
定
預
金
等
契
約
」（
外

貨
預
金
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
預
金
が
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
）の
「
販
売
・

勧
誘
」
に
つ
い
て
、金
商
法
に
定
め
る
行

為
規
制
を
準
用
し
て
い
ま
す
。
 

 ２
．開
示
制
度
の
拡
充
 

①
上
場
会
社
等
に
よ
る
開
示
の
充
実

（
２０
年
4
月
1
日
以
降
に
開
始
さ

れ
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
）
 

　
企
業
内
容
等
の
開
示
制
度
に
つ
い
て
、

適
時
・
迅
速
か
つ
適
正
な
財
務
・
企
業

情
報
の
開
示（
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
）を

確
保
す
る
た
め
、上
場
会
社
等
に
「
四

半
期
報
告
書
」
の
提
出
を
義
務
付
け

る
な
ど
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

②
公
開
買
付
制
度
の
見
直
し
（
施
行

済
）
 

　
近
年
、企
業
の
合
併
・
買
収
件
数
が

急
速
に
伸
び
て
お
り
、そ
の
一
手
段
で
あ

る
公
開
買
付
け
の
件
数
も
増
加
し
て

い
る
状
況
を
受
け
、「
公
開
買
付
制
度
」

の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

③
大
量
保
有
報
告
制
度
の
見
直
し（
施

行
済
）
 

　
合
併
・
買
収
に
至
ら
な
い
株
式
の
大

量
取
得
事
例
も
増
加
し
て
い
る
状
況

を
受
け
、投
資
家
へ
の
一
層
の
透
明
性
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、「
大
量
保
有
報
告

制
度
」の
見
直
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。
 

 ３
．取
引
所
の
自
主
規
制
機
能
の
強
化

（
１９
年
９
月
３０
日
施
行
）
 

　
証
券
取
引
所
は
、
平
成
12
年
の
証

券
取
引
法
改
正
に
よ
り
、
株
式
会
社

化
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
株
式
会

社
形
態
の
取
引
所
は
、
株
式
会
社
と

し
て
の
「
営
利
性
」
と
取
引
所
取
引

の
公
正
性
・
透
明
性
確
保
に
向
け
た

「
自
主
規
制
機
能
」
と
の
間
に
利
益

相
反
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
金
商
法
で
は
、
「
金
融
商
品

取
引
所
」
の
「
自
主
規
制
業
務
」
の

適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
制

度
を
整
備
し
て
い
ま
す
。
 

 ４
．不
公
正
取
引
等
へ
の
厳
正
な
対
応

（
施
行
済
）
 

　
最
近
の
一
部
上
場
企
業
を
巡
る
一
連

の
不
正
事
件
を
受
け
、投
資
者
保
護
の

徹
底
、公
正
か
つ
透
明
な
証
券
取
引
の

確
保
及
び
証
券
取
引
に
対
す
る
国
民

の
信
頼
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、開

示
書
類
の
虚
偽
記
載
や
不
公
正
取
引

な
ど
に
つ
い
て
、罰
則
の
法
定
刑
の
水
準

を
引
き
上
げ
て
い
ま
す
。
 

 

〔図２〕規制対象業務の横断化 

証券取引法 

販売・勧誘 

金融商品 
取引業 

（登録制） 

証券業（原則登録制） 

金融先物取引法 金融先物取引業（登録制） 

商品ファンド法 商品投資販売業（許可制） 

信託業法 

証券投資顧問業法 

証券投資顧問業法 

投資信託・ 
投資法人法 

（証券会社等の付随業務） 

信託受益権販売業（登録制） 

集団投資スキーム持分の自己募集 

証券投資顧問業（登録制） 

投資一任契約にかかる業務（認可制） 

投資信託委託業 
投資法人資産運用業 
（認可制） 

集団投資スキームの財産の自己運用 

有価証券の保護預り 

〔図３〕業務内容に応じた参入規制の柔軟化 

〔参考〕集団投資スキームの包括的な定義について 

※業務の種別に応じた参
入規制  
  
・個人による参入の可否 
・財産的基盤  
・人的構成の的確性など 

金融商品取引法では、他者から金銭等の出資（拠出）を受け、その財産を用いて
事業を行い、当該事業から生じる収益等を出資者等に配分するような仕組み（集
団投資スキーム）の持分を、包括的に有価証券と位置づけています。 

投資助言 

投資運用 

資産管理 

金融商品 
取引業 

（登録制） 

第一種金融商品取引業 

流動性の高い有価証券
の販売・勧誘、顧客資産
の管理　など 

投資運用業 
投資運用 

投資助言・代理業 
投資助言　など 

第二種金融商品取引業 

流動性の低い有価証券
の販売・勧誘　など 


